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I 問題の所在

論文の内容要旨

本論文の目的は，中国東北地域社会における「満洲国J1政府の日本人移民政策実施過程

を実証的に分析することによって，満洲国の統治に対する社会の側の積極的な関与を把握

することにある。

1932年から 45年までの 14年間に，約 27万人の日本人が「移民Jまたは「開拓民Jと

して満洲国に送出された。すでに，こうした満洲移民に関しては，戦前の移民政策の展開，

送出過程，営農実態などを中心に，実証分析が積みあげられてきた。しかし，これらのほ

とんどは，移民を日本との関係、でのみ切りとって議論している。これに対して，本論文で

は，満洲移民を中国東北地域社会の歴史的な過程のなかにおいてとらえなおすこと，すな

わち満洲移民という健偏政権のー「国家」政策と現地東北地域社会の相互関係を考察する

ことを課題とした。これによって，中国東北地域社会を単なる満洲移民の客体ではなく，

移民すなわち植民地権力と双方向的な関係をもっ能動的な存在であったことを確認できる

であろう。その際，戦後への連続性のなかで，日本の統治を選択的に岨噴，吸収した社会

の側の変容過程に着目したが，これは日本の植民地支配の肯定を意図するものではなく，

社会の「主体性j をとらえようとしたものである。

具体的には， (1) 当該地域の実質的な統治機構であった満洲国政府の満洲移民に対する

取り組みを明らかにし， (2)移民政策における満洲国の統治と中国東北地域社会の反応の

相互関係をとらえなおし， (3)移民用地取得過程における「開発」について検討する。資

料は，現地で発行された新聞，満掛!国政府の行政文書，満洲拓植公社など現地機関や在満

日本領事館の報告書(外務省記録)，地方志等の文献資料の分析，およびフィールド調査で

の成果などを利用した。
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E 各章の概要

本論文は，第 1部 rw満洲国』政府の日本人移民政策Jと第2部「中国東北地域社会にお

ける日本人移民政策j という 2つの部分によって構成されている。

第 1部 rw満洲国』政府の日本人移民政策jでは，満洲国政府による日本人移民政策の実

施を，移民行政機関の変遷とその中心的業務となった移民用地取得業務を中心に検討した。

ここでは， 日本人移民政策における満洲国政府の位置づけが決定的に転換した「満洲開拓

政策基本要綱J(1939年 12月)によって， 2期に区分した。

第 1章では，前半の 1932年から 39年までを対象とした。当初，満洲国政府は移民政策

に関与できなかったが，地域社会からの反発を受け，関東軍はこれを移民行政に組みこん

だ。さらに， 1939年 12月に発表された「満洲開拓政策基本要綱」によって，満洲国政府

に圏内の政策権限が委ねられた。これに先駆けて， 1939年 1月，満洲国政府は拓政司を開

拓総局に拡充し，その機構を整えた。しかし，関東軍は，総務庁に設置された委員会を通

して，政府機構に「内面指導」の経路を確保していた。満洲国政府の日本人移民政策は，

関東軍のコントローノレを受ける構造を組み込みつつ，その制度化を進めたといえる。

第 2章では，後半の 1940年から 45年までを対象とした。 1940年以降，満洲国政府は，

開拓総局を中心として，日本人移民政策実施のための諸体制を整備した。満洲国の移民政

策には地域社会の「利害や要求Jが反映され， 日本側とは異なる論理によった「自立的」

な政策実施が目指された。しかし同時に， 日本人官僚の転入によって，機構内部で「日満

一体イ七Jが進行し，満洲国の移民政策に日本の方針が直接反映される体制が形成されてい

た。これにより，太平洋戦争時期，日本側の要請にそった「開拓増産Jの遂行が可能にな

った。

第 2部「中国東北地域社会における日本人移民政策」では，満洲国の移民政策が個別の

地域社会でどのように実施されたのかを， 3つの地域における事例研究から検討した。

第 3章では北満Jに位置する三江省樺川県をとりあげて，初期における日本人移民用

地の取得と，これに対する地域社会の抵抗の様相を分析した。土龍山事件という武力によ

る抵抗は，関東軍の移民用地取得に変更を迫った。また，用地取得事務を引継いだ満洲国

政府は，地域社会との交渉のなかでさまざまな妥協や譲歩を強し、られた。満洲国政府は中

国東北地域社会の「利害や要求Jを無視しえず，取得用地は当初の計画から変更，縮小さ

れた。中国東北地域社会の直接的，間接的な抵抗に対して，満洲国政府はこれを統制する

ことができなかった。

第 4章では南満Jに位置する錦州省盤山県をとりあげて満洲開拓政策基本要綱」

以後の移民用地取得において目指された「未利用地開発」の実態について検討した。 1930

年代後半，満洲国政府は各種の土地調査を実施し r未利用地開発j計画を立案していた。
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盤山県では，この事業の一環として，大規模なアノレカリ地の「改良」工事が実施され，こ

れが日本人移民用地に充当された。日本人は水田耕作に従事したが，未利用地に入植した

彼らは敗戦から引揚げまでの被害が小さかった。これは土地収奪によった樺川県の開拓国

とは対照的であり r土地改良事業Jによった移民用地取得が地域社会の「利害や要求Jに

与える影響を軽減させていたといえる。

第 5章では， r中満Jに位置する吉林省徳恵県をとりあげて， r未利用地開発Jがより収

奪的側面を強めていった時期の政策を分析した。太平洋戦争時期，満洲国の「土地改良事

業Jは，既利用地を収奪し開発Jする「緊急農地造成計画」に組みかえられていった。

この計画によって，徳恵県では，大規模な既利用地収奪や労働力動員がなされたが，満洲

国統治の社会への浸透によって，地域社会からの「利害や要求」の表出はもはやみられな

くなっていた。

まとめ

日本人移民政策の展開にしたがって，満洲国政府は，その行政機関を整備，拡大し，政

策実施のための諸体制を整えていった。しかし，その過程において，満洲国政府は，中国

東北地域社会の「利害や要求」と日本本国の「意思や利害Jとの間でジレンマにあった。

そして，これは日本の「意思や利害」が強まるにつれて，深刻な矛盾を呈していった。

地域社会の「利害や要求」は，初期には武装暴動という直接的な抵抗によって，後には

陳情や交渉という間接的な抵抗によってあらわれた。社会の抵抗が満洲国の統治体制を通

してあらわされるようになったことから，その統治はかなりの深度で社会に浸透していた

といえる。樺川，盤山，徳恵へと移民政策が展開するにしたがって，移民用地の取得はよ

り円滑に実施されるようになった。しかし同時に，その過程において，満洲国は地域社会

から多くの譲歩や妥協を強いられた。移民用地取得の過程からは，満洲国下の中国東北地

域社会が「自立性」をそなえ，満洲国の統治はその深層には到達しえていなかったとする

ことができる。太平洋戦争時期，戦時体制への移行にしたがって，満洲国の移民用地取得

は「未利用地開発主義」を放棄し，暴力的な収奪を強めていった。「緊急農地造成計画j の

実施にみられるように，土地や労働力などの資源の抽出において，満洲国は高い能力を発

揮した。しかし，すでにこれを効果的に利用する時機は失われていた。

また，満洲国の移民用地「開発」は治安維持Jや「近代化J，戦時動員といったその

時期の統治の要請にあわせて進められていた。移民用地「開発」は，地域社会の「利害や

要求j に矛盾しなかった場合には受容され，大きく矛盾した場合には抵抗にあった。満洲

国の「開発」のいくつかは，地域社会からも自主的かつ選択的に吸収されたといえる。こ

うした農地「開発」や各種のインフラ整備は，戦後の中国東北地域社会に継承された。
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満洲移民研究において， r支配と抵抗」の二項対立的なモデル，あるいは「北満J移民引

揚げの「悲劇j のモデルが，満洲国統治下にあった中国東北地域社会への視角を閉ざして

きた。本論文では，移民の入植地の広がりを確認するために北満J，r中満j， r南満Jの

それぞれから事例をとりあげた。日本人移民の入植地は，政策の拡大にともなって，いわ

ゆる「国防第一線Jとよばれる国境地域から，全国へ広がっていた。末期には，開拓増産

の展開によって，都市近郊や鉄道沿線などへ集中的な入植がみられた。すでにみてきたよ

うに，この背景には，一方で，中国東北地域社会の「利害や要求」が反映され，他方では，

日本の戦時体制が反映されていた。満洲国の移民政策は，中国東北地域社会の抵抗に規定

され続けていた。満洲国の統治下にあって，中国東北地域社会は「主体性」をもってこれ

を吸収し，変容していったといえる。

1以下，括弧省略。「満洲」についても同様。

論文審査の結果の要旨

本論文は，一次史料の徹底的な調査・分析と現地フィーノレド調査を通じて， r満洲国」

期の日本人移民政策に対する「満洲国j政府側の政策的対応と移民を受けいれることと

なった中国東北地域社会の変容を実証的に究明することを目的としている。

現在，歴史学研究(東アジア近現代史研究)における重要課題として注目されている

「歴史認識J問題にとって，朝鮮に対する植民地責任問題と中国に対する戦争責任問題

がその中心的論点であるが，本論文が対象とする「満洲国Jと中国東北地域社会は，そ

の地理的位置のみならず，上記のふたつの問題が交錯する領域である。

1970年代に始まったかつての日本帝国主義史研究の一環としての満洲移民史研究で

は侵略の実態解明に焦点があてられており，また中国における研究では基本的に「革命

史」の枠組みを前提として立論されている。これに対して，近年，わが国ではこうした

研究状況を突破する試みとして「満州国jの相対的自律性や東北地域社会そのものの実

態解明をめざすいくつかの注目すべき研究が発表されている。本論文は，こうした新た

な研究潮流のなかに自らの研究を定置しようと企図している。この研究史的構図からみ

て，本論文の課題設定，すなわち，日本人移民政策という宗主国側の政治的意図と「満

州国J側の相対的自律性を実証的に解明しつつ日本植民地帝国下の政治過程を復元し，

さらにこの政策がホスト社会としての中国東北地域社会の構造によって規定されてい
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たことを一次史料にもとづき実証的に解明しようとしたことは，妥当なものであると言

える。

「第1部 “満洲国"政府の日本人移民政策J(第1章・第2章)は，拓政司設置から

その開拓総局への拡充過程とこれら「満洲国」側拓政機関による基本政策の策定・実施

過程について「満洲国J政府の日本側からの相対的自律性のあり方を実証したうえで，

東北地域「社会Jの構造がこの政策展開に対する規制的役割を果たしたとする。従来の

帝国主義史研究の到達点を確認しながら，資料面での補充と新たな分析視角を提起する

ことによって再解釈と再定義を試みている。

f第2部 中国東北地域社会における日本人移民政策J(第3章・第4章・第5章)は，

東北地域社会が日本人移民政策とその実施過程をどのように受け止めたのかについて，

樺川県・磐山県・徳恵県の事例をそれぞれ一次史料にもとづき比較・検証している。日

本人移民政策そのものは日本植民地帝国の国家目的と「満洲国Jにおける国家-社会関

係の変容によって変化・展開していったが，本論文は，中国東北地域「社会J(それぞ

れの基層社会の特質およびさまざまな形態での社会的抵抗)が移民政策の形成過程と実

施効果の質を規定したと主張する。

「終章」では r開発j と「収奪Jに関わる「植民地近代Jの論点および国家-社会関

係に関するミグダーノレの見解をふまえて，中国東北地域 f社会J側の自律的構造が「満

洲国J政府による日本人移民政策の展開を規定した，と結論づける。

なお，本論文の第1章は『アジア経済』誌掲載論文(アジア経済研究所・レフェリー

制)，第2章は『現代中国』誌掲載論文(日本現代中国学会・レフェリー制)，第4章は

富士ゼロックス小林節太郎記念基金助成論文と『“満洲"記憶と歴史』所収論文(山本

有造編，京都大学出版会，近刊)，第5章は日本移民学会ワークショップ報告書所収論

文，をそれぞれ加筆・訂正したもので、ある。

最終試験では，本論文において東北地域社会「社会Jの実像が必ずしも明確ではない，

f社会Jの自立性と自律性は区別する必要がある， r北満Jr中満Jr南満j社会の質的相

違が意識されていないなど，主として本論文でいう「社会j概念の抽象性にかかわるい

くつかの間題点が提出された。このほか， r満洲国J官僚の捉え方， r健偏国家論Jとの

関係，歴史学研究における“記憶n と“語り"の問題， ミグダーノレ・モデ、ルの有効性な

ど，今後研究を深化させるうえで考慮・検討すべきいくつかの論点が提示された。
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審査委員会は，本論文にはなお検討すべき論点が残されているが，中国文書館におけ

る新たな史料の発掘とその分析，さらに現地でのフィーノレドワークを組み合わせた成果

として，中国東北地域史研究に新たな展望をきり拓く労作であり，学位授与に値する研

究として評価できることを全員一致で確認した。
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